
自立支援医療の支給認定に関する事務  

－9－   



1自立支援医療の支給認定  

（1）支給認定事務の流れ（現行制度との比較）  

①精神通院医療  

②経由  

・申請書受理   
■書類確認 等  

④支給認定  
（D申請   

一申請書  

・診断書 等  ③進達  

⑦患者票の交付  ⑤患者票の交付  

⑥経由  
－▲－l－■－－－●－●－●－●－■－●－■－■－－－●一一－●一一－●－■一一－－－●－一－●一■－■－■－－－●一‥＝－●－－－●－●－■－●－■－●－－－■－■一■－▲一●－－－一－■－－－■－■－■－一－■一●－●－■－●■●一●－■■  

②経由   

一申請書受理  

・書類確認 等  

①申請  
・申請書   

■診断書  

・所得確認書類 等  

④支給認定   

③進達  

⑦受給者証の交付  ⑤受給者証の交付  
⑥経由  
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②更生医療  

①申請  

・申請書  

・診断書  

・所得確認書類 等  

②支給認定  

身体障害者  

更生相談所  

③医療券の交付   

※不承認の場合は不承認通知書  

①申請  

・申請書   

t診断書  

・所得確認書類 等  

②支給認定  

身体障害者  

更生相談所   

③受給者証の交付   

※不承認の場合は不承認通知書  
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③育成医療  

①申請  
・申請書  

・診断書  

・所得確認書類 等  

②支給認定  

都道府県  

政令市  

中核市  

③医療券の交付   

※不承認の場合は不承認通知書  

①申請  
・申請書  

・診断書  

・所得確認書類 等  

②支給認定  

都道府県  

政令市  

中核市   

③受給者証の交付   

※不承認の場合は不承認通知書  
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（2）支給認定のための手続き   

＜みなし支給認定のための手続き＞  

○申請者が行うもの  
●自治体が行うもの  

A．旧制度による支給認定を受けている者（平成17年9月29日までに有効期限が終了する看で更新する者）  

○旧制度における更新の申吉青（新たな有効期限が平成17年10月1日を超える者の場合）手続きと   

みなし支給認定者になるための手続きを同時に行う。   
（》l日制度による申紳書   

②添付暮類（医師の診断書（所定の様式による。以下同じ。）及び世帯、所得税額等が確認できるもの）  
●医療受給者‡正の交付   

旧制度の患者票等に必要事項を追加記載して交付する。   

※毎年6月に実施している旧更生・育成医療の所得の再認定は行わないものとする。  

B．旧制度による支給認定を受けている者（平成17年10月1日を超えた有効期限の者）  

○みなし支給改定者になるための手続き   

①旧制度における通院医療費公費負担患者票、更生医療券、育成医療券   
②添付書類（医師の診断書〝劾lつ創隊／仁屠る柑の場合仁屠る。この虜含仁つい丁ば．鮒チ名   

」及び世帯、所得税額等が確認できるもの）  

●医療受給者証の交付  

提出のあった旧制度の患者票等に必要事項を追加記載して交付する。（新たな患者票等を交付しても差し支えない）  

※毎年6月に実施している旧更生・育成医療の所得の再認定は行わないものとする。  
※有効期限が平成17年9月30日の者の更新手続きは下記Cによる。  

＜新法による支給認定のための手続き＞   

C．平成17年10月1日以降に新規（更新を含む）に申請する者  

○新法による申請の手続き   

①新制度による申請書   

②添付暮類（医師の診断書及び世帯、所得税額等が確認できるもの）  
●医療受給者柾の交付   

新法に基づく医療受給者証を交付（様式は検討のうえ別途提示）する。  
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支給認定の手続き   

B  

－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－一－－一－一一一－－一一－－－－－－一一－－－－一一一一－－一一－一一－－一－－－－トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

／  

阜 ※添付書類  

医師の診断書  平成17年10月1日  
世帯、所得税額等が確認できるもの卓                                                                ′   

（法律施行）  
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※ 旧制度による支給認定者が多数のため、窓口の混乱を防ぐとともに事務量の軽減を図るエ夫が  
必要であることから、例えば次のような申請期間を分散する方法が考えられる．。  
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2．支給認定事務の手順  

く支給認定事務フロー図（みなし支給認定）〉  
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く支給認定事務フロー図（新規支給認定）〉  
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重度でかつ継続的に医療費負担が発生する者のモデル的な利用者負担の変化  

モデル1  旧）精神通院：統合失調症 デイケア等を利用 月額医療責約15万円  

旧制度   新制度（1割負担）（注1）   

生活保護   0円（0％）※7．5千円を医療扶助   0円   

低所得1   2．5千円   

低所得2  5千円   

所得税非課税  7．5千円  5千円   
（市町村民積は課税）  

所得税課税  1万円   

一定所得以上  2万円（経過措置）   

モデル2   旧）更生医療：腎疾患 通院で人工透析を実施 月額医療費約28万円  

旧制度   新制度（1割負担）（注1）   

生活保護   0円   0円   

低所得1   0円   2．5千円   

低所得2   0円   5千円   

所得税非課税  2．3千円～3千円   
（市町村民税は課税）  

5千円   

所得税課税   3．5千円～1万円   1万円   

一定所得以上   1万円（注2）   1万円（注2）   

（注1）新制度における上記数値は月の負担額の上限である。  
（注2）人工透析の月額上限額は1万円である。  
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（1）対象者の範囲  

① 給付の対象（旧制度と同じ）  

○ 精神通院医療  

柵神保健福祉法第5条に規定する統合失調症（精神分裂病）、精神作用物質による急性中寺又  

は、その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する看で、通院による精神医療を  

継続的に要する程度の病状にあるもの。  

○ 更生医療  

更生のために、医療が必要な身体障害者手帳所持者で、治療によって確実なる治療効果が期待   

できるもの。   

○ 育成医療  

身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、  

治療によって確実なる治療効果が期待できるもの。   

②①のうち自立支援医療における重度かつ継続（重度でかつ継続的に医療費負担が発生する者）の対象   

○ 精神通院医療・・・・‥ 統合失調症、躁うつ病（狭義）、難治性てんかん   

○ 更生・育成医療… ‥ 腎臓機能、免疫機能、小腸機能障害   

○ 上記のほか医療保険の多数該当に該当する者  
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（2）支給認定申清書記載事項  

■申請者氏名、性別、年齢、住所及び電話番号  

・保護者又は扶養義務者の氏名、住所及び電話番号、本人との関係  

・被保険者証の紀号及び番号、保険者名  
・陣書着手帳番号及び手帳交付年月日（申掃の対象となる障害者手帳の交付を受けている場合）  
・希望する指定自立支援医療機関名及び所在地 など  

（3）所得税額等の確故の手順  

旧制度（更生医療・育成医療）においては、毎年7月1日を起点として世帯の所得税額等に応じた自己   

負担額を捉定し、徴収している（起点をまたがる場合は、再認定を実施）が、障害者自立支援法の運用に   
あたっては、新たに精神通院医療に係る当該事務等が加わることを勘案して、起点をまたがる場合であっ   
ても、所得税額等の再確経は行わないものとする。  

なお、所得税額等の確認については、自治体の事務として一定時期等において行うことは差し支えない。  

＊世帯の範囲   

世帯の範囲については「生計を一にする者」を考えているが、具体的な範囲や基準については他制度   
との整合性を図りつつ決定することとしている。   

＊所得の確紋   

所待の確認のための申請書添付暮類については、市町村民税非課税証明書、源泉徴収票、確定申告書  

の控えなどが考えられるが、世帯の範囲とも関連するので、追ってお示しする。  
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○旧制度（更生医療・育成医療）  

1月1日  7月1日  12月31日   

※A，C：所得の再確認なし  

※B：所得の再確認あり  

○自立支援医療（精神通院医療・更生医療・育成医療）  

1月1日  12月31日   

※A～E：所得の再確認なし   

7月1日  
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（4）有効期限の設定  

現  行   自立支援法   経過措置   

柵神通院医療   ○有効期限  
○有効期限  

・2年以内  
・1年以内  

・みなし支給認定を受け  

た者の有効期限は、改  
正前の各法による承認  

更生医療   ○有効期限  ○再認定の対象  
期間の残存期間とし1  
年以内の省令で定める  

・運用上概ね3カ月、疾病に  ①一定所得以下  期間とする。  
よっては最長1年以内  

○東新の場合  
再認定あり  

・医師の診断書がない場合に  
②重度かつ継続  

は原則、2週間以内かつ1回  再認定あり  

に限る  ③①②以外の者  

・医師の診断書がある場合に  

は、運用上最長1年以内  
再認定を認める場合や拒  

否する場合の要件について  

は今後、臨床実態に関する  

育成医療   ○有効期限  実証的研究に基づき、制度  

・運用上最長1年以内  
施行後概ね1年以内に明確  

化。  

○更新の場合  

・運用上最長1年以内  

・医師の診断書   
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（5）受給者からの変更の届出が必要な場合   

障害者自立支援法案第75条に基づき定める政令において、受給者に一定の事由が生じた場合には、自立支援医療  
の実施主体である市町村等への届出を求めることとしている。現時点で考えている届出事由例は以下の通り。   

○ 氏名の変更（例；結婚、離婚、養子縁組、改姓、改名）  
・届出書記載事項；新旧氏名、受給者番号、変更年月日   
■添付書類；受給者証、氏名の変更を証明するもの  

○ 同一実施主体の区域における住所の変更  

・届出書記載事項；氏名、新旧住所、受給者番号、変更年月日  
・添付書類；受給者証、住民票等新住所を証明するもの  
※市町村合併等による地名の変更に伴う住所の変更の場合は不要とする。   

○ 資格喪失  

・届出書記載事項；氏名、受給者番号、資格喪失の年月日及びその理由  
・添付書類；受給者証住所の変更が理由である場合は新旧住所、事由を証明するもの   

○ 加入する医療保険の変更  

・届出書記載事項；氏名、受給者番号、変更の年月日  
・添付書類；受給者証、変更後の医療保険の書類が分かるもの  

ー23－   



（6）支給認定の変更  

支給認定障害者等から次の事項について申請があった場合は支給認定の変更を行う。   

A「その他の者」として認定された受給者が支給認定期間中に「重度かつ継続」となった場合 

B 災害等のやむを得ない事情により経済的な状況が大幅に変わった等、一定所得以下に相当すると  

市町村等が個別に認定した場合。 

なお、新たな申請者であっても、Bの取り扱いを行っても差し支えないものとする。  

2 指定自立支援医療機関の変更   
変更の認定を受ける  指定自立支援医療機関選定後に医療機関を変更する場合には事前に申請の上、支給認定の  

必要がある。  
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（7）指定自立支援医療機関の選定  

1  支援医療機朋の選定の意義  

○ 医療機関との適切な治療関係の構築や、質の高い医療の継続的な提供といった観点から、市町村等は、  
支給認定を行った際に、支給認定を受けた障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支摸医療機関を選定  
することとされている。（法第54条第2項）  

○ 自立支援医療は、あらかじめ予定された医療であり、原則として選定された医療機関以外の医療機関で  
の受診は経められないものである。  

① みなし支給認定の対象となる者   

○ 更生・育成医療については、更生医療券や育成医療券に記載された病院又は診療所、薬局等を17年10月   

1日時点でそのまま選定する。（患者にとっては変更なし）   

○ 他方、精神通院公費については、通院医療費公費負担患者票には病院又は診療所の記載しかないことから、  

薬局等については、施行前に所得等の資料を提出する際に、併せて薬局等に関する事項を吉己載した書面を提出  

させることとする。（※1）  

② 新法による支給認定の対象となる者（17年10月1日以後に新たに申請を行う者又は更新の申請を行う者）  

申請時に、自立支援医療を受けるべき病院又は診療所、薬局等の名称等に関する事項を記載した手面を提出   

させる。  

※1法施行日以後に精神通院公費の新規又は更新の申請を行う場合には、病院又は診療所に加え、薬局  

等に関する事項についても記載させるようにする。  

※2 支給詮定を行う自治体以外の自治体に所在地のある医療機関を選定することも差し支えないことと  

する。  
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8 選定された指定自立支援医療機関 の変更  

○ 選定後に医療機関を変更する場合には事前に申請の上、支給認定の変更の認定を受ける必要がある。  

（法第58条第1項）  

の選定に  

○ 選定する指定自立支援医療機関のうち、病院及び診療所については、原則としては単独の医療機関を選定   

することとなるが、単独の医療機関では必要な自立支援医療をカバーできないような合理的な理由がある場   

合に、棟数の医療機関を選定する場合があり得ると考えられる。  
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（8）医療受給者証の発行  

○ みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行  

みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行は、改正前の各法による通院医療費公責負担患者票、   

更生医療券又は育成医療券を最大限活用するなど事務量の軽減を図るものとする。  

○ 改正前の各法による患者票及び医療券の種類  

イ 通院医療費公費負担患者票 病院・診療所用  

口 更生医療券、育成医療券   病院・診療所用、薬局用、訪問者読手業者用  

○ みなし支給放定した医療券等  

余白又は裏面を使って次のような表示をすることにより自立支援医療受給者証とする。   

（ただし余白や裏面がない場合等、新しい受給者証に差し替えることが適切と判断される場合にはこの  

限りではない。）   

通院医療費公費負担患者兼にあっては薬局名、訪問者護事業者名を表示するものとする。  

イ通院医療費公費負担患者票  

口 更生医療券、育成医療券  （病院・診療所用、薬局用、訪問者護事業者用）  

※ 新たに自立支援医療受給者の認定を受けた者の医療受給者証は、別途検討の上提示する予定である。  
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（9）負担上限額の管理  

自立支援医療受給者の中には、疾病・症状等、所得により月々の負担上限額の認定を受けている者がおり、  

病院、薬局等2か所以上の指定自立支援医療機関の選定を受けている自立支援医療受給者に係る負担上限額  

の管理を行う必要がある。  

その管理方法については例を示すが、当方で示した例の他により良い方法を実施している又は考えられる方  

法があれば什報提供していただきたい。  

いただいた情報、ご意見を参照のうえ、おって管理方法をお示しいたします。   

方式1）  

「自立支援医療費自己負担額整理簿（仮称）」を交付し、受診等ごとに指定自立支援医療機関で徴収した  

額を記入し、、負担上限額を管理する方式   

（留意点）受給者が「自立支援医療費自己負担額整理簿（仮称）」を忘れた際の対応。  
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方式2）  

受診している医療機関において月末毎に一括して自己負担額を徴収する方式   

（留意点）当該医療機関では最大で当該医療機関に係る総医療費の1劃しか徴収できないため、それを上  

回る負担上限額が認定されている場合、薬局等で残額を徴収することとなるため、医療機関等間  

の連携が必要である。   

※医療保険の多数該当の負担上限額の管理についての取り扱いについては検討中。  
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3 受給者に対する周知の手順  

※ 関係団体とは日本医師会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会等自立支援医療を担当する医療機  

関等が関係する団体、関係機関とは保健所、精神保健福祉センター、更生相談所等自立支援医療に関する事務、  

相談等を行う機関を言う。  

（2）周知の内容  

○法の施行関係・・・・制度の概要  

○諸手続きの関係‥・各申請等手続き（時期、必草書類）  
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